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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成21年６月26日に提出いたしました第131期（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）有価証券報告書の記載事項の

一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第２　事業の状況

５　経営上の重要な契約等

技術援助を与える契約等

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は　　　を付して示しております。

 

EDINET提出書類

味の素株式会社(E00436)

訂正有価証券報告書

2/4



第一部【企業情報】
 

第２【事業の状況】
 

５【経営上の重要な契約等】

技術援助を与える契約等

 

（訂正前）

契約会社名 契約締結先 国名 契約内容 対価 契約期間

味の素㈱ タイ味の素社 タイ

グルタミン酸ソーダ及びその関連

製品のタイ国内における独占的製

造権（技術援助を伴う）及び販売

権の許諾

左記製品

販売高の

一定率

1970年12月18日

から50年間。以後

10年毎自動更新

味の素㈱
フィリピン

味の素社

フィリ

ピン

グルタミン酸ソーダ及びその関連

製品のフィリピン国内における非

独占的製造権（技術援助を伴う）

及び販売権並びに商標使用権の許

諾

左記製品

販売高の

一定率

2004年１月１日

から10年間。以後

10年毎自動更新

味の素㈱
インドネシア

味の素社

インド

ネシア

グルタミン酸ソーダ及びその関連

製品のインドネシア国内における

非独占的製造権（技術援助を伴

う）及び販売権並びに商標使用権

の許諾

左記製品

販売高の

一定率

1989年４月１日

から20年間。以後

10年毎自動更新

味の素㈱ ササ・インティ社
インド

ネシア

グルタミン酸ソーダ及びその関連

製品のインドネシア国内における

非独占的製造権（技術援助を伴

う）及び販売権の許諾

左記製品

販売高の

一定率

1988年12月１日

から10年間。以後

10年毎自動更新

味の素㈱ タイ味の素社 タイ

核酸のタイ国内における非独占的

製造権（技術援助を伴う）及び販

売権並びに商標使用権の許諾

左記製品

販売高の

一定率

2003年１月１日

から10年間。以後

10年毎自動更新

味の素㈱ タイ味の素社 タイ

飼料用リジンのタイ国内における

独占的製造権（技術援助を伴う）

及び販売権の許諾

左記製品

販売高の

一定率

1986年５月20日

から50年間。以後

10年毎自動更新

味の素㈱
ノバルティス・

ファーマ社
スイス

ナテグリニドを主成分とする医薬

品の全世界（日本・韓国を除く）

における、独占的製造権（技術援

助を伴う）及び販売権の許諾

左記製品

販売高の

一定率

1993年12月10日

から対象特許満

了まで又は対象

製品発売の10年

後までのいずれ

か遅い時

味の素㈱ ㈱Ｊ－オイルミルズ 日本
食用油脂製品に係る日本国内にお

ける非独占的商標使用権の許諾

左記製品

販売高の

一定率

2004年７月１日

から2014年６月

30日まで。以後５

年毎自動更新
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（訂正後）

契約会社名 契約締結先 国名 契約内容 対価 契約期間

味の素㈱ タイ味の素社 タイ

グルタミン酸ソーダ及びその関連

製品のタイ国内における独占的製

造権（技術援助を伴う）及び販売

権の許諾

左記製品

販売高の

一定率

1970年12月18日

から50年間。以後

10年毎自動更新

味の素㈱
インドネシア

味の素社

インド

ネシア

グルタミン酸ソーダ及びその関連

製品のインドネシア国内における

非独占的製造権（技術援助を伴

う）及び販売権並びに商標使用権

の許諾

左記製品

販売高の

一定率

1989年４月１日

から20年間。以後

10年毎自動更新

味の素㈱ ササ・インティ社
インド

ネシア

グルタミン酸ソーダ及びその関連

製品のインドネシア国内における

非独占的製造権（技術援助を伴

う）及び販売権の許諾

左記製品

販売高の

一定率

1988年12月１日

から10年間。以後

10年毎自動更新

味の素㈱ タイ味の素社 タイ

核酸のタイ国内における非独占的

製造権（技術援助を伴う）及び販

売権並びに商標使用権の許諾

左記製品

販売高の

一定率

2003年１月１日

から10年間。以後

10年毎自動更新

味の素㈱ タイ味の素社 タイ

飼料用リジンのタイ国内における

独占的製造権（技術援助を伴う）

及び販売権の許諾

左記製品

販売高の

一定率

1986年５月20日

から50年間。以後

10年毎自動更新

味の素㈱
ノバルティス・

ファーマ社
スイス

ナテグリニドを主成分とする医薬

品の全世界（日本・韓国を除く）

における、独占的製造権（技術援

助を伴う）及び販売権の許諾

左記製品

販売高の

一定率

1993年12月10日

から対象特許満

了まで又は対象

製品発売の10年

後までのいずれ

か遅い時

味の素㈱ ㈱Ｊ－オイルミルズ 日本
食用油脂製品に係る日本国内にお

ける非独占的商標使用権の許諾

左記製品

販売高の

一定率

2004年７月１日

から2014年６月

30日まで。以後５

年毎自動更新

味の素㈱ タイ味の素社 タイ

風味調味料等のタイ国内における

非独占的製造権（技術援助を伴

う）及び販売権並びに商標使用権

の許諾

左記製品

販売高の

一定率

1979年10月31日

から15年間。以後

15年毎自動更新
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